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仕事の事の03
経済産業部

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

　
　

固
定
価
格
買
取
制
度
に
つ
い
て

　

第
１
１
７
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、「
電

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以

下
「
再
エ
ネ
特
措
法
」。）
が
２
０
１
１
年

８
月
26
日
に
成
立
し
ま
し
た
。

　

再
エ
ネ
特
措
法
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
向
上
、
環
境
負
荷
の
低
減
、
環

境
関
連
産
業
育
成
等
の
観
点
か
ら
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
促
進
を
図
る

た
め
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価

格
買
取
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
も
の
で
、

平
成
24
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
。

　

本
制
度
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

（
太
陽
光
、
風
力
、
水
力
、
地
熱
、
バ
イ
オ

マ
ス
）
を
用
い
て
発
電
さ
れ
た
電
気
を
、

一
定
の
期
間
・
一
定
の
価
格
で
電
気
事
業

者
が
買
い
取
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の

で
す
。

　

電
気
事
業
者
が
買
取
り
に
要
し
た
費
用

は
、使
用
電
力
に
比
例
し
た
賦
課
金
に
よ
っ

て
回
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
電
気
料

金
の
一
部
と
し
て
、
国
民
の
皆
様
に
御
負

担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

制
度
の
概
要

（
１
）
買
取
価
格
・
買
取
期
間

・
買
取
価
格
及
び
買
取
期
間
は
、
経
済
産

業
大
臣
が
発
電
設
備
に
応
じ
て
関
係
大

臣
（
農
林
水
産
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、

環
境
大
臣
）
と
協
議
し
、
消
費
者
問
題

担
当
大
臣
の
意
見
を
聞
く
と
と
も
に
、

中
立
的
な
第
３
者
機
関
で
あ
る
調
達
価

格
等
算
定
委
員
会
の
意
見
を
尊
重
し
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区

分
、
設
置
の
形
態
、
規
模
ご
と
に
、
毎

年
度
告
示
し
ま
す
。

・
買
取
価
格
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
を
用
い
て
電
気
を
供
給
す
る

場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
及
び
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給
す
る
事
業

者
の
適
正
な
利
潤
を
勘
案
し
算
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

・
な
お
、
買
取
価
格
の
算
定
に
お
い
て
は
、

次
の
２
点
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

①
集
中
的
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
の
利
用
拡
大
を
図
る
た
め
、
施
行

後
３
年
間
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
供
給
者
の
利
潤
に
特
に
配
慮
。

②
賦
課
金
の
負
担
が
電
気
の
使
用
者
に

対
し
て
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ

と
。

・
買
取
期
間
は
電
気
の
供

給
開
始
時
か
ら
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
重
要
な
部
分
の
更

新
の
時
ま
で
の
標
準
的

な
期
間
を
勘
案
し
て
定

め
て
い
ま
す
。

　（
２
）
設
備
認
定
基
準

　

電
気
事
業
者
に
対
し
固

定
価
格
買
取
制
度
に
基
づ

く
買
取
契
約
を
申
し
込
む

た
め
に
は
、
経
済
産
業
大

臣
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
そ
の
設
備
認
定
の
基

準
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
買
取
期
間
中
、
導
入
設

備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体

制
が
常
時
国
内
に
確
保

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
売
電
量
を
計
量
法
に
基

づ
く
特
定
計
量
器
を
用

い
適
正
に
計
量
す
る
こ

と
が
可
能
な
構
造
と

な
っ
て
い
る
こ
と
。

・
発
電
設
備
の
内
容
が
具

固定買取価格制度の基本的な仕組み

電力会社

再生可能エネルギー
による電気を売電 電気を供給再生可能エネルギー

による発電を事業とし
て実施される方

国が定める期間、
固定価格で電気を買取り 電気料金と合わせて

費用負担調整機関
（賦課金の回収・分配を行う機関）

賦課金（サーチャー
ジ）を回収

回収した
賦課金を納付

買取費用
の交付

電気をご利用
の皆様

調達価格等算定委員会の
意見を尊重して買取価格・

kWh当たりの賦課金
単価の決定（毎年度）

・設備を認定
自宅で発電される方

経済産業大臣

買取期間を設定（毎年度）

（安定的かつ効率的に発電可能かど
うか等を国が確認。要件を満たさなく
なった場合には認定取消し。）

調達価格等算定委員会
国

買取価格・買取期間について意見
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体
的
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
製
品

の
製
造
事
業
者
及
び
型
式
番
号
等
）
。

・
次
年
度
以
降
の
買
取
価
格
等
の
算
定
に

当
た
り
、
各
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
コ
ス
ト
構

造
を
把
握
す
る
た
め
、
設
備
の
設
置
費

用
の
内
訳
及
び
毎
年
度
の
運
転
費
用
の

内
訳
を
虚
偽
な
く
記
録
し
、
か
つ
、
定

期
的
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

そ
の
他
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電

源
種
別
毎
に
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
３
）
賦
課
金
単
価
と
減

免
制
度

【
賦
課
金
単
価
】

　

電
気
事
業
者
が
買
取
に

要
し
た
費
用
を
電
気
料
金

の
一
部
と
し
て
電
気
の
使

用
者
が
負
担
す
る
賦
課
金

の
単
価
は
次
の
と
お
り
で

す
（
全
国
一
律
単
価
）。

〔
賦
課
金
単
価
〕
１
k
W

時
当
た
り
０·

２
２
円

【
賦
課
金
の
減
免
措
置
】

〔
電
気
の
多
消
費
事
業
者

に
対
す
る
減
免
措
置
〕

　

次
の
①
及
び
②
の
基
準

に
該
当
す
る
場
合
に
、②

に
該
当
す
る
事
業
所
の
賦

課
金
の
８
割
を
減
免
致
し

ま
す
。

①
売
上
高
千
円
当
た
り
の

電

力

使

用

量

（
k
w
h
）（
以
下
「
原

単
位
」
と
い
う
。）
が
、

製
造
業
に
お
い
て
は
製

造
業
平
均
値
の
８
倍
、

非
製
造
業
に
お
い
て
は

非
製
造
業
平
均
値
の
14

倍
（
と
も
に
原
単
位
５

·

６
）
を
超
え
る
事
業

を
行
う
事
業
者

②
当
該
事
業
を
行
う
事
業

所
に
お
い
て
、
当
該
事

業
に
係
る
年
間
電
気
使

用
量
が
１
０
０
万
k
w 

h
を
超
え
る
場
合
（
当

該
事
業
所
に
て
複
数
の
事
業
を
行
っ
て

い
た
場
合
に
は
、①
に
該
当
す
る
事
業
に

係
る
電
気
使
用
量
が
当
該
事
業
所
全
体

に
お
け
る
電
気
使
用
量
の
半
分
以
上
を

占
め
る
場
合
）。

〔
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
減
免

措
置
〕

　

次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
被
災
者
は

法
律
施
行
後
の
９
ヶ
月
分
の
賦
課
金
及
び

太
陽
光
発
電
の
余
剰
買
取
制
度
に
お
け
る

太
陽
光
発
電
促
進
付
加
金
に
つ
い
て
免
除

い
た
し
ま
す
。

①
罹
災
証
明
を
受
け
た
電
気
の
使
用
者
で
、

電
気
の
供
給
を
受
け
る
電
気
事
業
者
に

当
該
損
害
に
係
る
証
明
を
受
け
た
こ
と

を
申
し
出
た
も
の
。

②
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
を
受
け
て
設

定
さ
れ
て
い
た
警
戒
区
域
、
計
画
的
避

難
区
域
、
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
内
又

は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
が
指
定
す
る

特
定
避
難
勧
奨
地
点
に
所
在
し
て
い
る

電
気
の
使
用
者
（
当
該
地
域
か
ら
避
難

す
る
な
ど
、
現
時
点
で
は
対
象
区
域
外

に
所
在
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
電
気
事

業
者
へ
の
申
し
出
が
必
要
）。

（
４
）
既
存
設
備
の
取
り
扱
い

・
余
剰
電
力
買
取
制
度
の
買
取
対
象
と

な
っ
て
い
る
５
０
０
k
w
未
満
の
太
陽

光
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
円
滑
な
新

制
度
へ
の
移
行
を
図
る
た
め
、
再
エ
ネ

特
措
法
に
基
づ
く
設
備
認
定
を
受
け
た

施
設
と
見
な
さ
れ
、
買
取
価
格
・
期
間

に
つ
い
て
は
引
き
続
き
既
存
の
条
件
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

・
そ
れ
以
外
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
（
電
気
事
業
者

に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関

す
る
特
別
措
置
法
）
に
基
づ
く
設
備
認

定
を
取
得
し
て
い
る
発
電
設
備
に
つ
い

て
は
、
２
０
１
２
年
11
月
１
日
ま
で
に

Ｒ
Ｐ
Ｓ
設
備
認
定
の
撤
回
を
申
し
出
る

と
、
固
定
価
格
買
取
制
度
に
お
け
る
設

備
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
ま
す
（
こ
の
場
合
、
電
気
事
業
者
と

の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
に
基
づ
く
調
達
契
約
を
当

事
者
間
の
合
意
に
よ
り
解
除
で
き
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
。
）。
撤
回
の
申
し

出
を
し
な
い
場
合
に
は
、
引
き
続
き
、

既
存
の
条
件
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
５
）
そ
の
他

【
電
気
事
業
者
に
よ
る
買
取
・
接
続
契
約
の

拒
否
】

　

基
本
的
に
電
気
事
業
者
は
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
を
用
い
て
発
電
さ
れ
た
電
気

を
買
い
取
る
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
者
が
系
統

接
続
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
な
い
場
合
、

系
統
運
営
上
必
要
な
出
力
抑
制
等
に
協
力

し
よ
う
と
し
な
い
場
合
、
電
気
事
業
者
が

接
続
の
実
現
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
た
上

で
な
お
接
続
が
困
難
な
場
合
等
、
一
定
の

事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
契
約
を
拒
否
で

き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

※

制
度
の
詳
細
は
こ
ち
ら
を
参
照
し
て
く

　

だ
さ
い
。

http://w
w
w
.enecho.m

eti.go.jp/sai
ene/kaitori/index.htm

l

電源 太陽光 風力 地熱 中小水力

買取価格
1kWh
当たり

買取価格
1kWh
当たり

税込

税込

電源 バイオマス

買取価格・買取期間

買取区分 10kW以上 10kW未満 20kW以上 20kW未満 1.5万kw以上
1.5万kw
未満

1,000kW以上
30,000kW未満

200kW 以上
1,000kW未満 200kW未満

20年 20年 20年15年 15年10年20年買取期間

買取期間

買取区分 【メタン発酵ガス化バイ
オマス】

【未利用木材】 【一般木材等】 【廃棄物系（木質以外）ﾊﾞ
ｲｵﾏｽ】

【リサイクル木材】

20年

5 4 342.00円 42円
（※１）

23.10円 57.75円 27.30円 42.00円 25.20円 30.45円 35.70円

40.95円 33.60円 25.20円 17.85円 13.65円

（※１）住宅用太陽光発電について
10kw未満の太陽光発電については、一見、10kw以上の価格と同一のように見えるが、家庭用についてはkw当たり3.5万円（平成24年
度）の補助金を加えると、実質、48円に相当する。なお、一般消費者には消費税の納税義務がないことから、税抜き価格となっている。


